
大阪府港湾局長　井上　博睦

備　　考

随意契約によるこ
ととした理由

本物件は、大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設本体工事のケーソン製作
等ヤードとして使用するものである。
　ケーソン製作のため、資材置き場、作業スペース、ヤードから直接、船を利用
してケーソンをつり出すことを考慮した結果、最も適した場所は本物件以外にな
い。
　よって、本物件の所有者である大阪府港湾局長と会計法29条の３第4項の規
定に基づき随意契約を行う。

大阪府泉大津市なぎさ町6番1号

予 定 価 格

契 約 金 額

契約の相手方の氏名
及 び 住 所

¥961,200

契 約 年 月 日

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在

地

非公表

随  　意 　 契　  約 　 結　  果 　 書

物品等又役務の名称
及 び 数 量

阪南港阪南1区ケーソン製作等ヤード賃貸借

分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
大阪港湾・空港整備事務所長　中本　隆
大阪市港区弁天１丁目２番１－１５００号

平成27年4月1日


